
朝食 昼食

7時30分 12時00分

食事療養標準負担額（１日３食を限度）

2026.6.1～

一般（７０歳未満） 70歳以上の高齢者

１食 550円

１食 330円

低所得Ⅱ　90日以内の入院 １食 270円

低所得Ⅱ　91日目以降の入院 １食 220円

低所得Ⅰ １食 130円

低所得

（非課税世帯）

一般（指定難病患者等）

一般（課税世帯）

標準負担額

18時00分

夕食

当院は、医師が指示する食事箋に基づき、管理栄養士が管理する食事を

適時適温で提供し、十分な栄養指導を行っております。

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに

関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。

又、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の

基準を満たしております。

入院時食事療養費について

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制に

ついて




